平成２７年１１月17日
ウェルブ六甲道５番街１番館

区分所有者　各位

住民の皆様へ
ウェルブ六甲道５番街１番館

全体管理組合

理事長　株式会社セオ・コーポレーション

　代表取締役　大西　隆治
管理者代行　樽　一　弥
臨時総会開催のお知らせ
　拝啓　皆様におかれましてはご健勝のことと思います。また日頃は管理組合の業務にご理解ご支援を賜り心より御礼申し上げます。
　さて、先般の工事説明会でも報告され議事録にも記載されておりますが、先の臨時総会にて可決された「管理組合による一括受電事業」ですが、関西電力への廃止届（利用者と関西電力との電気の供給契約に基づく）が全数揃わないために管理組合と関西電力との契約ができず、手続きが事実上ストップしており一括受電による電気代の合理化による各戸の負担低減ができない状況です。

　尚、本日平成27年11月17日現在の廃止届の未提出は２軒（１区分所有者　１賃貸者）であり、幾度も折衝をしておりますが未だにご理解頂けず、その理由も不明な状況です。
　以上のことから、弁護士を通じさらなるご理解とご協力を頂けるよう全力を尽くしてまいりますがいたずらに時間をかけることないよう、次の通り訴訟準備を行いたく臨時総会を開催いたします。
　各位に於かれましては万障お繰り合わせの上ご出席を賜りますようお願い申し上げます。

敬具
記

日　時　平成２７年11月２９日（日曜日）午後１時より

場　所　東棟４階集会室

議　題　担当弁護士への一括受電に関する訴訟代理権の授与

　※　損害賠償を含む訴訟について弁護士を代理人として権限を委任いたします。
　尚、本日付で内容証明書を送付し廃止届の提出を改めてお願いしており、期限内にご提出を頂けるようであれば当臨時総会は不要であります。その場合、臨時総会に変えて「経過説明会」といたしますので悪しからずご了承下さい。管理組合としてこの機会が経過説明会となり、全ての住民がわだかまりなく電力の合理化を享受できることを願ってやみません。
　尚、当日参加頂けない区分所有者様には必ず、別紙の委任状若くは議決権行使書を提出して頂きますようお願いいたします。また、賃貸等の区分所有者以外の方は議決権はありませんが、会議に出席し意見を述べることができます。
以上
